
不
妊
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金（
第
十
回
特
別
弔
慰
金
）の

請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

寝
具
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

実
施
の
お
知
ら
せ（
第
２
回
）

所
得
状
況
届・現
況
届
の

提
出
は
お
忘
れ
な
く
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次
の
手
当
の
受
給
者
（
受
給
資
格
者
）

は
毎
年
「
所
得
状
況
届
」
ま
た
は
「
現
況

届
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

必
ず
期
限
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

対
象
の
方
に
は
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

ご
確
認
の
う
え
、
必
要
書
類
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
書
類
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
8
月
分

〜
翌
年
7
月
分
の
手
当
を
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

◇
児
童
扶
養
手
当
・
遺
児
手
当
の
件
　

　
子
育
て
支
援
課
　

v
0
6
5
8

◇
障
が
い
者
（
児
）
手
当
の
件

　
地
域
福
祉
課
　

v
0
6
4
3

◎
一
般
不
妊
治
療
費

不
妊
検
査
ま
た
は
一
般
不
妊
治
療
を
受

け
て
い
る
夫
婦
に
対
し
、
不
妊
治
療
に
要

す
る
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

◇
夫
婦
ま
た
は
い
ず
れ
か
が
半
田
市
に
住

所
を
有
す
る
法
律
上
の
夫
婦

◇
夫
婦
の
前
年
の
所
得
合
計
額
が
7
3
0

万
円
未
満
の
方

◇
夫
婦
が
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

■
助
成
金
額

　
年
間
の
自
己
負
担
額
の
5
万
円
ま
で

■
申
請
・
問
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー
　

v
0
6
4
6

◎
特
定
不
妊
治
療
費

高
額
の
医
療
費
が
か
か
る
特
定
不
妊
治

療
（
体
外
受
精
、
顕
微
授
精
及
び
男
性
不

妊
治
療
）
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
て
、
愛

知
県
が
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
申
請
・
問
合
わ
せ

　
愛
知
県
半
田
保
健
所
　

6
3
3
4
1

次
の
要
件
に
該
当
さ
れ
る
世
帯
に
、
寝

具
の
洗
濯
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（
年
2
回

以
内
）
を
無
料
で
実
施
し
ま
す
。

■
対
象
者

65
歳
以
上
の
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
、

自
ら
寝
具
の
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
が
困

難
な
者
の
う
ち
、
世
帯
全
員
が
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

◇
要
介
護
認
定
1
以
上
の
方

◇
身
体
障
が
い
者
手
帳
1
級
ま
た
は
2
級

所
持
者
の
う
ち
肢
体
不
自
由
の
方

■
実
施
日

◇
申
込
締
切
　
8
月
17
日
㈭

◇
回
収
日
　
　
9
月
7
日
㈭

◇
配
送
日
　
　
9
月
14
日
㈭

■
利
用
で
き
る
枚
数

◇
掛
け
布
団
、
敷
き
布
団
　
各
1
枚
、

◇
毛
布
　
2
枚

■
申
込
み

所
定
の
申
請
書
を
高
齢
介
護
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
代
行
申
請
や
郵
送
に
よ

る
申
請
も
で
き
ま
す
（
要
押
印
）
。

※
電
話
で
の
申
請
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

※
申
請
書
は
高
齢
介
護
課
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　
高
齢
介
護
課  


v
0
6
4
4

基
準
日
と
な
る
平
成
27
年
4
月
1
日
に

お
い
て
、
支
給
要
件
を
満
た
す
戦
没
者
等

の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
お
一
人
に
弔
慰
金

を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

◇
平
成
27
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

◇
戦
没
者
等
の
子

◇
戦
没
者
等
の
①
父
母
、
②
孫
、
③
祖
父

母
、
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す
。

◇
右
記
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の

親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1

年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

　
額
面
25
万
円
、
5
年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
間

　
平
成
30
年
4
月
2
日
㈪
ま
で

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
第
十
回
特
別

弔
慰
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ
　
地
域
福
祉
課

　 

　
　
　
　
　

v
0
6
4
1

対象手当 受付期間 受付場所

児童扶養手当

愛知県遺児手当

半田市遺児手当

愛知県在宅重度障がい者手当

特別障がい者者手当

障がい者福祉手当

経過的福祉手当

特別児童扶養手当

８月１日（火）～３１日（木）
（土日祝は除く。）
※８月２７（日）は、8時30分
～12時まで臨時受付し
ます。

半田市役所
（１階）

多目的ルーム１

８月１日（火）～３１日（木）

８月１０日（木）～
９月１１日（月）

半田市役所
（１階）
地域福祉課

半田市の市外局番▶0569


